
 
 
 
 
 

令和４年７月現在  
原材料価格等の高騰により生じた事業経費の負担増加に対し、介護・障害福祉サービス

事業者の負担軽減及び経営支援を目的として、介護・障害福祉サービス事業所を運営する

事業者に対し給付金を支給します。 

 

■給付対象者  

次のいずれかの介護・障害福祉サービスを、令和４年７月１日以降目黒区内で引き続き運

営している指定事業者等 

Ａ
グ
ル
ー
プ 

①介護施設・居住サー

ビス 

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

・短期入所生活介護、短期入所療養介護 

・認知症対応型共同生活介護、 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

・養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

②障害者施設・居住サ

ービス 

・短期入所（併設事業所・空床利用型事業所を除く） 

・施設入所支援、共同生活援助 

Ｂ
グ
ル
ー
プ 

③介護通所サービス ・通所介護、通所リハビリテーション 

・地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護（共用型認知

症対応型通所介護を除く。） 

④介護訪問サービス ・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護（看護小規模多機能型

居宅介護に併設されている場合を除く。）、 

訪問リハビリテーション、福祉用具貸与 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 

・居宅介護支援 

⑤障害者通所サービス ・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は就

労定着支援 

⑥障害者（児）訪問・

相談サービス 

・居宅介護、計画相談支援、保育所等訪問支援、障害児相談

支援 

⑦障害児通所サービス ・児童発達支援、放課後等デイサービス 



支給対象外サービス等  

・有料老人ホーム、特定施設入居者生活介護 

・居宅療養管理指導、特定福祉用具販売 

・介護予防支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介

護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス、通所型サービス） 

・指定管理や運営委託により区から受託している事業所・施設 

・みなし指定により実施しているサービス 
 

■申請単位  

Ａグループの施設・事業所…施設・事業所ごとに申請することができます。 

Ｂグループの事業所…原則として同一所在地から１事業所のみ申請することができます。

同一所在地の考え方についてはＱ＆Ａをご覧ください。 

■給付額  

施設・事業所の種類に応じ、以下の金額を給付します。 

※①、②の施設・事業所、③、⑤、⑦の通所サービス事業所は、令和４年７月１日時点の

利用定員に応じた金額を給付します。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能型居宅介護は宿泊定員の人数により給付額を算定します。 

※③の介護通所サービス事業所における食事提供の有無について、おやつ・飲料のみ提供

している場合は【食事提供なし】となります。 

① 介護施設・居住サービス 

定員数 給付額 

１９人以下 ４６０，０００円 

２０人～３９人 ７００，０００円 

４０人～７９人 １，２３０，０００円 

８０人以上 ２，２９０，０００円 

② 障害者施設・居住サービス 

定員数 給付額 

１０人以下 ２６０，０００円 

１１人～１９人 ４６０，０００円 

２０人～３９人 ７００，０００円 

４０人～７９人 １，２３０，０００円 

８０人以上 ２，２９０，０００円 

 



③－１ 介護通所サービス【食事提供あり】 

定員数 給付額 

１８人以下 １８０，０００円 

１９人以上 ３６０，０００円 

③－２ 介護通所サービス【食事提供なし】 

定員数 給付額 

１８人以下 １５０，０００円 

１９人以上 ３１０，０００円 

④ 介護訪問サービス 

給付額 

５０，０００円 

⑤ 障害者通所サービス 

定員数 給付額 

１９人以下 １４０，０００円 

２０人～２９人 ２９０，０００円 

３０人～３９人 ３７０，０００円 

４０人以上 ５００，０００円 

⑥ 障害者（児）訪問・相談サービス 

給付額 

５０，０００円 

⑦ 障害児通所サービス 

定員数 給付額 

１０人以下 １１０，０００円 

１１人～１９人 １６０，０００円 

２０人以上 ２２０，０００円 

なお、目黒区暴力団排除条例第２条第１号から第３号に該当する場合には給付対象となり

ません。 

 



■給付金申請の流れ・申請期限 

 

 （区）対象事業者への通知発送  

        ↓ 

   （事業所・施設）区宛て給付金申請書兼請求書等の郵送・持参  

        ↓ 

   （区）給付金申請書等による審査  

        ↓ 

   （区）給付金交付可否決定通知送付  

        ↓ 

   （区）給付金の支出経理処理  

        ↓                                          

   （区）給付金の指定口座への振り込み  

        ↓                                 

   （事業所・施設）給付金の受領   

 

 

■提出書類 

① 介護・障害福祉サービス事業者原材料価格等高騰対策給付金交付申請書兼請求書 

② 振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し（金融機関・支店名・口座名義・口座

番号がわかる部分） 

  ※ 申請内容の確認のため、その他の資料の提出を求める場合があります。 

 

■提出先・問い合わせ先 

〒153-8573 東京都目黒区上目黒２丁目１９番１５号 

介護サービス事業所 

介護老人保健施設 

介護医療院 

介護保険課 介護保険管理係 

電話：03（5722）9574 

介護老人福祉施設 

短期入所生活介護 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

高齢福祉課 高齢者福祉住宅・施設係 

電話：03（5722）9843 

障害福祉サービス事

業所 

障害施策推進課 計画推進係 

電話：03（5722）9848 

※郵送又は持参で提出してください。 

給付金申請書兼請求書等締切日（必着） 

第 1 回締切日 

第 2 回締切日 

最 終 締切日 

8 月  8 日（月） 

8 月 22 日（月） 

9 月  5 日（月） 

※各締切日から１か月程度で振り込みます。 


